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　これまでは、こくほは市町村ごとに運営されていました
が、平成30年4月から、北海道も市町村とともにこくほの
運営を担っています。

市町村

市町村

市町村

納付金を道へ納める

北海道

保険給付の費用を
市町村へ交付する

これまでどおり、
身近な窓口として、
●保険料の決定・徴収
●資格管理（保険証の発行など）
●医療給付の決定・支給
●きめ細かい保健事業
などを行っています。

新たにこくほの運営に加わり、
安定的な財政運営の中心となり、
●市町村が道に納める納付金や、
市町村ごとの標準保険料率を
算定・公表
●事務の効率化、標準化、広域
化の推進

などを行っています。

市町村の役割 北海道の役割

平成30年度から、こくほは
北海道と市町村が協力して運営しています。

●市町村と北海道の新たな役割分担

●なぜ、北海道と市町村が協力して運営する必要があるの？
　こくほは、勤務先の健康保険などの他の医療保険と比べ
ると、加入者に高齢者が多く、医療費が年々増加している
上に、所得水準が低いといった課題を抱えています。
　これまでの市町村のような小さい単位での運営では、医
療費増加のリスクを抱えるには限界がある上に、少子高齢
化や人口減少により、地域によって加入者が減り続けていく
恐れもあります。また、市町村ごとに保険料が大きく異なっ
ているため、公平な加入者負担となっていません。
　そのため、運営の単位を北海道全体に拡大し、国民皆保
険の要であるこくほを安定した制度として、次の世代に引き
継げるよう運営していくとともに、保険料を全道で同じ水準
に近づけていく（平準化）ことを目指します。
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●お店などを経営している自営業の方

●農業や漁業に従事している方

●パート・アルバイトをしていて職場の健康保険
　などに加入していない方

●退職して職場の健康保険などをやめた方

●3か月を超えて在留するなど、住民基本台帳
　法の適用を受ける外国人で対象の方
　（医療滞在ビザで入国した人などは除く）

※資格のある方は全員加入しなければなりません。

　職場の健康保険や共済
組合などに加入している方、
生活保護を受けている方な
どを除いて、その都道府県
に住んでいる75歳未満の方
はみなさんこくほの加入者
（被保険者）になります。

　こくほでは、大人や子どもの区別なく、ひとりひとりが
被保険者になりますが、加入は世帯ごととなり、届出は
世帯主が行います。 

●加入は世帯ごとになります

　こくほの届出は、世帯主がまとめて行います。こくほ
に加入する方、やめる方は、資格が発生した日や資格の
なくなった日から14日以内にお住まいの市区町村のこくほ
の窓口に届け出てください。

●届出はお早めに

こくほに加入する方はこんな方です 

●保険証等の様式が変わりました（→５ページ） 
　北海道もこくほの保険者となるため、保険証（被保険者証）や限度額適
用認定証等の様式が変わりました。

●資格の取得・喪失が都道府県単位になりました（→4ページ） 
　同一都道府県内で他市区町村へ住所が変わった場合でも、こくほの資
格の取得・喪失は生じません。
　ただし、異動先の市区町村における「適用開始年月日」の記載された保
険証が交付されますので、今までどおり、市区町村に転入・転出の手続が
必要です。忘れずに届け出てください。

●高額療養費の多数回該当が都道府県単位で通算されます（→10ページ） 
　同一都道府県内であれば、他市区町村に転居した場合でも、平成30年
4月以降の療養において発生した高額療養費の多数回該当の該当回数は
引き継ぎ、通算されます。
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　こくほの財政運営のしくみは変わりますが、加入者の方
の医療の受け方は変わりません。
　また、保険料（税）の納付先や保険給付の申請、各種届け出
の窓口は、これまでどおりお住まいの市区町村で変わりません。

●加入者にはどのような影響があるの？

平成30年4月から変わったこと 

こくほへの加入


